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◇
協
議
案
件

　

今
回
、
協
議
項
目
と
し
て　

件
及
び

12

継
続
協
議
項
目
と
し
て
3
件
の
協
議
案

を
提
案
し
ま
し
た
。

協
議
第　

号
19

◎
各
種
事
務
事
業
（
広
報
広
聴
事
業
）　

　

の
取
扱
い
に
つ
い
て

　

広
報
広
聴
事
業
に
つ
い
て
は
、
合

併
時
に
新
居
浜
市
の
制
度
に
統
一
す

る
も
の
と
す
る
。

広
報
誌
の
発
行
、
広
聴
関
係
、
地
区

懇
談
会
、
市
勢
要
覧
の
主
な
事
業
に

つ
い
て
、
新
居
浜
市
の
制
度
に
統
一

す
る
若
し
く
は
適
用
す
る
こ
と
を
提

案
し
ま
し
た
。

◎
提
案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
第　

号
20

◎
各
種
事
務
事
業
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
事

　

業
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
事
業
に
つ
い
て
は
、

合
併
時
に
新
居
浜
市
の
制
度
に
統
一

す
る
。
た
だ
し
、
別
子
山
村
が
管
理

委
託
し
て
い
る
集
会
所
に
つ
い
て
は
、

合
併
時
に
管
理
委
託
し
て
団
体
に
貸

付
す
る
も
の
と
し
、
貸
付
料
に
つ
い

て
は
、
合
併
以
後
3
年
間
に
限
り
無

償
と
し
、
そ
れ
以
後
、
新
居
浜
市
の

制
度
に
統
一
す
る
も
の
と
す
る
。

　

自
治
会
や
地
域
活
動
等
に
関
す
る

事
業
に
つ
い
て
、
現
在
別
子
山
村
で

は
、
集
会
所
等
の
貸
付
は
無
償
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
新
居
浜
市
の
制

度
に
倣
い
、
有
償
で
の
貸
付
と
な
り

ま
す
。
た
だ
し
、
経
過
措
置
と
し
て

合
併
年
度
以
後
3
か
年
無
償
と
し
て
、

4
年
目
か
ら
有
償
と
す
る
こ
と
を
提

案
し
ま
し
た
。

◎
提
案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
第　

号
21

◎
各
種
事
務
事
業
（
社
会
福
祉
事
業
）　

　

の
取
扱
い
に
つ
い
て

　

別
子
山
村
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
つ
い

て
は
、
合
併
時
に
新
居
浜
市
総
合
福

祉
セ
ン
タ
ー
の
分
館
と
す
る
。

　

新
居
浜
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
と

別
子
山
村
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
ど
ち

ら
も
社
会
福
祉
協
議
会
に
運
営
管
理

を
委
託
し
て
い
ま
す
が
、
別
子
山
村

福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
合
併
時
に
新
居

浜
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
分
館
と

し
て
、
引
き
続
き
施
設
の
活
用
を
図

る
こ
と
を
提
案
し
ま
し
た
。

◎
提
案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
第　

号
22

◎
各
種
事
務
事
業
（
高
齢
者
福
祉
事
業
）

　

の
取
扱
い
に
つ
い
て

1　

別
子
山
村
の
高
齢
者
年
金
に
つ
い

て
は
、
合
併
以
後
4
年
間
、
毎
年
度
、

均
等
に
減
額
し
、
5
年
目
に
廃
止
す

る
も
の
と
す
る
。

2　

別
子
山
村
の
敬
老
事
業
に
つ
い
て

は
、
合
併
時
に
新
居
浜
市
の
制
度
に

統
一
す
る
も
の
と
す
る
。

3　

別
子
山
村
の
老
人
ク
ラ
ブ
補
助
制

度
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
新
居
浜

市
の
制
度
に
統
一
す
る
も
の
と
す
る
。

4　

別
子
山
村
の
生
き
生
き
デ
ィ
サ
ー

ビ
ス
事
業
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に

新
居
浜
市
の
制
度
に
統
一
す
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
別
子
山
村
の
利

用
料
は
合
併
後
5
年
目
に
新
居
浜
市

の
利
用
料
に
統
一
す
る
よ
う
、
毎
年

度
、
均
等
に
増
額
す
る
。

　

高
齢
者
年
金
に
つ
い
て
、
現
在
新

居
浜
市
に
お
い
て
は
、
廃
止
し
て
お

り
、
別
子
山
村
の
支
給
額
を
毎
年
2

割
ず
つ
減
額
し
、
5
年
目
に
廃
止
す

る
こ
と
。

　

敬
老
会
に
つ
い
て
は
、
別
子
山
村

は
村
が
直
接
敬
老
会
を
実
施
し
て
い

ま
す
が
、
新
居
浜
市
で
は
、
敬
老
会

の
実
施
団
体
に
対
し
て
補
助
金
を
支

出
し
て
い
ま
す
こ
と
か
ら
、
実
施
方

法
を
新
居
浜
市
の
補
助
金
形
式
に
統

一
す
る
こ
と
。

　

老
人
ク
ラ
ブ
補
助
制
度
に
つ
い
て

は
、
補
助
対
象
・
金
額
と
も
新
居
浜
市

の
制
度
に
統
一
す
る
こ
と
。

　

生
き
生
き
デ
ィ
サ
ー
ビ
ス
事
業
に

つ
い
て
、
別
子
山
村
は
無
料
で
、
新

居
浜
市
は
有
料
で
、
給
食
・
入
浴
サ
ー

ビ
ス
を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
利
用

料
に
つ
い
て
経
過
措
置
を
設
け
合
併

後
毎
年
2
割
ず
つ
増
額
し
、
5
年
目

に
新
居
浜
市
の
利
用
料
に
統
一
す
る

こ
と
。

　

以
上
の
内
容
を
提
案
し
ま
し
た
。

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第
444444444444444444444444444444444444444444444
回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回
協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協
議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議
会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会

　

平
成　

年
6
月　

日
、
新
居
浜
市
役
所
6
階
議
員
全
員
協
議
会
室
に

14

21

お
い
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
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◎
提
案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
第　

号
23

◎
各
種
事
務
事
業
（
児
童
福
祉
事
業
）　

　

の
取
扱
い
に
つ
い
て

　

別
子
山
村
の
保
育
所
に
つ
い
て
は
、

地
域
性
を
考
慮
し
新
居
浜
市
の
へ
き

地
保
育
所
と
し
て
引
き
継
ぐ
も
の
と

し
、
保
育
料
に
つ
い
て
は
、
当
面
、
月

額
4
千
円
と
す
る
。

　

別
子
山
村
の
保
育
園
は
、
新
居
浜

市
の
保
育
園
と
は
法
的
位
置
づ
け
も

違
っ
て
お
り
、
地
域
性
も
考
慮
し
て
、

引
き
続
き
へ
き
地
保
育
所
と
し
て
引

き
継
ぎ
、
保
育
料
に
つ
い
て
は
、
運

営
方
法
が
、
保
育
園
で
あ
り
な
が
ら

給
食
制
度
が
な
い
こ
と
や
夏
休
み
、

冬
休
み
等
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
慮

し
て
、
当
面
、
新
居
浜
市
の
公
立
幼

稚
園
の
保
育
料
と
同
額
と
す
る
こ
と

を
提
案
し
ま
し
た
。

◎
提
案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
第　

号
24

◎
各
種
事
務
事
業
（
介
護
保
険
事
業
）　

　

の
取
扱
い
に
つ
い
て

　

介
護
保
険
事
業
に
つ
い
て
は
、
合

併
時
に
新
居
浜
市
の
制
度
に
統
一
す

る
も
の
と
す
る
。

　

介
護
保
険
事
業
に
つ
い
て
は
、
新

居
浜
市
と
別
子
山
村
の
保
険
料
に
差

異
が
あ
る
た
め
、
合
併
時
に
新
居
浜

市
の
保
険
料
に
統
一
し
、
ま
た
納
期

に
つ
い
て
も
、
別
子
山
村
が
普
通
徴

収
分
が
4
期
で
あ
っ
た
も
の
を
、
新

居
浜
市
の
9
期
に
分
け
て
納
付
す
る

制
度
に
統
一
す
る
こ
と
を
提
案
し
ま

し
た
。

◎
提
案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
第　

号
25

◎
各
種
事
務
事
業
（
環
境
衛
生
事
業
）

の
取
扱
い
に
つ
い
て

1　

ご
み
処
理
及
び
ご
み
収
集
運
搬
業

務
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
新
居
浜

市
の
制
度
に
統
一
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
別
子
山
村
の
ご
み
収
集
の

集
積
場
所
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
ま

で
に
調
整
す
る
も
の
と
す
る
。

2　

し
尿
処
理
及
び
し
尿
収
集
運
搬
業

務
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に
新
居
浜

市
の
制
度
に
統
一
す
る
も
の
と
す
る
。

3　

別
子
山
村
の
火
葬
場
に
つ
い
て
は
、

現
行
ど
お
り
と
し
、
新
居
浜
市
に
引

き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

4　

別
子
山
村
の
葬
祭
具
使
用
事
業
に

つ
い
て
は
、
当
面
、
現
行
ど
お
り
と

し
、
併
せ
て
新
居
浜
市
の
公
営
葬
儀

事
業
を
適
用
で
き
る
よ
う
合
併
時
ま

で
に
調
整
を
図
る
も
の
と
す
る
。

5　

交
通
災
害
共
済
事
業
に
つ
い
て
は
、

合
併
時
に
新
居
浜
市
の
制
度
に
統
一

す
る
も
の
と
す
る
。

　

ご
み
の
分
別
・
収
集
方
法
に
つ
い

て
は
、
新
居
浜
市
の
制
度
に
統
一
し
、

可
燃
ご
み
週
2
回
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

ご
み
週
1
回
・
資
源
ご
み
月
2
〜
3

回
・
雑
ご
み
月
2
回
・
大
型
ご
み
月

2
回
の
収
集
を
行
う
こ
と
と
し
、
収

集
し
た
ご
み
は
新
居
浜
市
の
施
設
で

処
理
す
る
こ
と
。

　

し
尿
処
理
に
つ
い
て
は
、
新
居
浜

市
の
施
設
で
処
理
す
る
こ
と
と
し
、

手
数
料
に
つ
い
て
も
、
新
居
浜
市
の

手
数
料
に
統
一
す
る
こ
と
。

　

別
子
山
村
の
火
葬
場
に
つ
い
て
は
、

地
域
性
を
考
慮
し
、
現
行
ど
お
り
新

居
浜
市
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

　

新
居
浜
市
の
公
営
葬
儀
事
業
は
、

葬
儀
を
簡
素
で
低
廉
に
行
う
た
め
に
、

祭
壇
の
飾
り
付
け
や
仏
神
具
及
び
葬

祭
用
品
の
供
与
、
霊
柩
車
の
運
行
を

市
が
業
者
に
委
託
し
行
っ
て
い
る
事

業
で
す
が
、
合
併
後
公
営
葬
儀
の
制

度
を
見
直
し
て
、
別
子
山
村
の
住
民

も
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　

以
上
の
提
案
を
行
い
ま
し
た
。

◎
提
案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
第　

号
26

◎
各
種
事
務
事
業
（
農
林
水
産
事
業
）　

　

の
取
扱
い
に
つ
い
て

1　

別
子
山
村
の
林
道
開
設
事
業
及
び

林
道
管
理
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
面
、

現
行
ど
お
り
と
す
る
。

2　

土
地
改
良
事
業
に
つ
い
て
は
、
合

併
時
に
新
居
浜
市
の
制
度
に
統
一
す

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
子
山

村
は
合
併
前
に
土
地
改
良
区
の
設
立

に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。
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林
道
開
設
事
業
に
つ
い
て
は
、
別

子
山
村
は
直
営
で
、
新
居
浜
市
は
新

居
森
林
組
合
に
委
託
し
て
い
ま
す
が
、

別
子
山
村
の
林
業
は
基
幹
産
業
と
い

う
こ
と
を
考
慮
し
て
、
現
行
ど
お
り

と
し
、
管
理
事
業
に
つ
い
て
も
同
様

に
現
行
ど
お
り
と
す
る
こ
と
を
提
案

し
ま
し
た
。

◎
提
案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
第　

号
27

◎
各
種
事
務
事
業
（
建
設
事
業
）
の
取

　

扱
い
に
つ
い
て

1　

建
設
事
業
に
つ
い
て
は
、
新
市
建

設
計
画
に
基
づ
き
計
画
的
に
実
施
し
、

継
続
事
業
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き

実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

2　

村
道
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お

り
新
居
浜
市
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す

る
。

3　

住
宅
建
設
事
業
に
つ
い
て
は
、
新

市
建
設
計
画
に
基
づ
き
計
画
的
に
実

施
す
る
も
の
と
す
る
。

　

建
設
事
業
に
つ
い
て
は
、
新
市
建

設
計
画
に
基
づ
き
計
画
的
に
実
施
す

る
こ
と
を
提
案
し
ま
し
た
。

◎
提
案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
第　

号
28

◎
各
種
事
務
事
業
（
学
校
教
育
事
業
）　

　

の
取
扱
い
に
つ
い
て

1　

学
校
教
育
事
業
に
つ
い
て
は
、
引

き
続
き
教
職
員
の
資
質
の
向
上
や
施

設
の
整
備
に
努
め
、
教
育
環
境
の
充

実
を
図
る
も
の
と
す
る
。

2　

別
子
山
村
の
奨
学
資
金
貸
付
基
金

に
つ
い
て
は
、
新
居
浜
市
の
奨
学
資

金
貸
付
基
金
に
統
合
し
、
別
子
山
村

の
奨
学
資
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
新

居
浜
市
の
奨
学
資
金
制
度
に
統
一
す

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
合
併
前

に
別
子
山
村
の
奨
学
金
の
貸
付
け
の

決
定
を
受
け
て
い
る
者
の
貸
付
け
及

び
返
還
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
例
に

よ
る
も
の
と
す
る
。

3　

別
子
山
村
の
福
祉
奨
学
給
付
金
制

度
に
つ
い
て
は
、
合
併
以
後
5
年
間

存
続
し
、
以
降
廃
止
す
る
も
の
と
す

る
。

4　

学
校
給
食
に
つ
い
て
は
、
合
併
時

に
新
居
浜
市
の
制
度
に
統
一
す
る
も

の
と
す
る
。

　

別
子
山
村
の
奨
学
金
貸
付
制
度
は
、

新
居
浜
市
の
制
度
に
統
一
し
た
場
合
、

高
校
生
が
月
1
万
円
か
ら
月
8
千
円

に
下
が
り
ま
す
が
、
逆
に
大
学
生
以

上
に
な
る
と
、
月
1
万
円
か
ら
月
2

万
6
千
円
と
有
利
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
返
済
期
間
に
つ
き
ま
し
て
も
、

別
子
山
村
の
5
年
か
ら
新
居
浜
市
の

　

年
以
内
と
な
り
、
利
用
者
に
有
利

15に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
別
子
山
村
の
就
学
援
助
制

度
の
福
祉
奨
学
給
付
金
制
度
は
、
現

在
、
別
子
山
村
に
は
高
等
学
校
が
な

い
た
め
、
高
校
生
に
対
し
、
月
額
1

万
円
を
支
給
し
て
い
る
制
度
で
す
が
、

新
居
浜
市
と
の
均
衡
を
図
る
た
め
、

制
度
を
廃
止
し
、
急
激
な
変
化
を
避

け
る
た
め
、
合
併
以
後
5
年
間
存
続

す
る
こ
と
と
し
、
6
年
目
以
降
廃
止

す
る
こ
と
。

　

学
校
給
食
に
つ
い
て
は
、
給
食
費

が
別
子
山
村
に
お
い
て
現
行
よ
り
少

し
負
担
増
と
な
り
ま
す
が
、
新
居
浜

市
の
制
度
に
統
一
す
る
こ
と
。

　

以
上
の
提
案
を
行
い
ま
し
た
。

◎
提
案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
第　

号
29

◎
各
種
事
務
事
業
（
社
会
教
育
事
業
）　

　

の
取
扱
い
に
つ
い
て

1　

社
会
教
育
事
業
に
つ
い
て
は
、
住

民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
生
じ
な
い
よ

う
、
引
き
続
き
学
習
機
会
、
情
報
の

提
供
等
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

2　

公
民
館
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
合

併
時
に
新
居
浜
市
の
制
度
に
統
一
す

る
も
の
と
す
る
。

　

公
民
館
の
開
館
時
間
や
使
用
料
に

つ
い
て
相
違
点
が
あ
り
ま
す
が
、
開

館
時
間
は
新
居
浜
市
の
制
度
に
統
一

し
、
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
別
子
山

村
が
村
外
の
利
用
者
が
有
料
で
あ
っ

た
も
の
を
、
新
居
浜
市
の
制
度
に
統

一
し
て
無
料
と
す
る
こ
と
を
提
案
し

ま
し
た
。

◎
提
案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
第　

号
30

◎
各
種
事
務
事
業
（
水
道
事
業
）
の
取

　

扱
い
に
つ
い
て

1　

別
子
山
村
の
水
道
事
業
に
つ
い
て

は
、
当
面
、
現
行
ど
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
合
併
後
、
施
設
の
状
況
に

よ
っ
て
は
簡
易
水
道
事
業
等
へ
の
取

り
組
み
を
検
討
す
る
。

2　

別
子
山
村
の
水
道
料
金
に
つ
い
て

は
、
当
面
、
現
行
ど
お
り
と
し
、
事
業

の
見
直
し
に
応
じ
て
調
整
を
図
る
も

の
と
す
る
。

3　

別
子
山
村
の
水
道
料
金
の
徴
収
に

つ
い
て
は
、
当
面
、
現
行
ど
お
り
と

す
る
。
た
だ
し
、
利
用
者
の
利
便
性
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を
図
る
よ
う
調
整
に
努
め
る
も
の
と

す
る
。

　

新
居
浜
市
の
水
道
事
業
は
、
水
道

法
に
基
づ
く
水
道
事
業
で
あ
り
、
別

子
山
村
は
愛
媛
県
水
道
条
例
に
基
づ

く
水
道
と
な
っ
て
お
り
、
別
子
山
村

の
、
現
在
行
っ
て
い
る
事
業
を
引
き

続
き
行
い
ま
す
。
た
だ
し
、
合
併
後
、

現
施
設
の
老
朽
化
等
に
よ
っ
て
は
、

簡
易
水
道
事
業
へ
の
取
り
組
み
の
検

討
を
行
い
ま
す
。

　

水
道
料
金
に
つ
い
て
は
、
別
子
山

村
と
新
居
浜
市
と
は
全
く
違
っ
た
料

金
体
系
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
事
業

内
容
自
体
が
違
い
ま
す
の
で
、
当
面

は
現
行
ど
お
り
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、

水
道
事
業
の
見
直
し
に
よ
っ
て
は
、

料
金
の
見
直
し
の
検
討
を
行
い
ま
す
。

　

料
金
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
現
在

別
子
山
村
は
自
主
納
付
、
新
居
浜
市

は
口
座
振
込
、
集
金
、
自
主
納
付
等

に
よ
り
徴
収
し
て
い
ま
す
が
、
当
面
、

現
行
ど
お
り
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、

今
後
別
子
山
村
の
利
用
者
が
口
座
振

込
が
で
き
る
よ
う
調
整
に
努
め
ま
す
。

　

以
上
の
提
案
を
行
い
ま
し
た
。

◎
提
案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
第
9
号
（
継
続
協
議
）

◎
合
併
の
期
日
に
つ
い
て

　

合
併
の
期
日
は
、
平
成　

年
4
月

15

1
日
と
す
る
。

　

新
年
度
か
ら
組
織
体
制
が
確
立
さ

れ
、
効
率
的
な
行
政
運
営
が
図
ら
れ

る
と
と
も
に
、
年
度
区
切
り
で
住
民

サ
ー
ビ
ス
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
こ

と
、
年
度
当
初
か
ら
合
併
後
の
市
と

し
て
、
予
算
執
行
が
可
能
で
あ
り
、

早
期
に
新
市
建
設
計
画
に
着
手
で
き

る
こ
と
か
ら
提
案
を
行
い
ま
し
た
。

◎
提
案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
第　

号
（
継
続
協
議
）

11

◎
議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
特

　

例
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て

1　

別
子
山
村
の
議
会
の
議
員
は
、
合

併
特
例
法
第
7
条
第
1
項
第
2
号
の

規
定
を
適
用
し
、
新
居
浜
市
の
議
会

の
議
員
の
残
任
期
間
、
新
居
浜
市
の

議
会
の
議
員
と
し
て
引
き
続
き
在
任

す
る
も
の
と
す
る
。

2　

両
市
村
の
合
併
後
、
最
初
に
行
わ

れ
る
一
般
選
挙
に
お
い
て
は
、
合
併

特
例
法
第
7
条
第
3
項
の
規
定
を
適

用
し
、
当
該
一
般
選
挙
に
よ
り
選
出

さ
れ
る
新
居
浜
市
の
議
会
の
議
員
の

任
期
に
相
当
す
る
期
間
に
つ
い
て
、

別
子
山
村
を
区
域
と
す
る
選
挙
区
を

設
け
、
新
居
浜
市
の
議
会
の
議
員
の

定
数
（
以
下
「
旧
定
数
」
と
い
う
。）

に
人
口
比
率
を
乗
じ
て
得
た
数
1
名

を
、
新
居
浜
市
の
旧
定
数
に
加
え
た

数
を
も
っ
て
新
居
浜
市
の
議
員
の
定

数
と
す
る
も
の
と
す
る
。

　

合
併
時
に
在
職
す
る
別
子
山
村
議

会
の
議
員
全
員
は
新
居
浜
市
議
会
議

員
の
残
任
期
間
ま
で
、
つ
ま
り
平
成

　

年
5
月
1
日
ま
で
引
き
続
き
在
任

15す
る
。
合
併
後
最
初
の
一
般
選
挙
に

限
り
、
別
子
山
村
地
区
に
定
数
1
人

の
選
挙
区
を
設
け
る
こ
と
を
提
案
し

ま
し
た
。

◎
提
案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

協
議
第　

号
（
継
続
協
議
）

12

◎
農
業
委
員
会
の
委
員
の
任
期
等
に
関

　

す
る
取
扱
い
に
つ
い
て

1　

別
子
山
村
の
農
業
委
員
会
は
、
新

居
浜
市
農
業
委
員
会
に
統
合
す
る
も

の
と
す
る
。

2　

別
子
山
村
の
農
業
委
員
で
選
挙
に

よ
る
委
員
で
あ
る
者
の
う
ち
2
名
は
、

合
併
特
例
法
第
8
条
第
1
項
第
2
号

の
規
定
を
適
用
し
、
新
居
浜
市
の
農

業
委
員
会
の

委
員
の
残
任

期
間
に
限
り
、

新
居
浜
市
の

農
業
委
員
会

の
選
挙
に
よ

る
委
員
と
し

て
引
き
続
き

在
任
す
る
も

の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に

お
い
て
、
2
名
の
選
出
に
つ
い
て
は
、

別
子
山
村
の
農
業
委
員
で
選
挙
に
よ

る
委
員
で
あ
る
者
の
互
選
に
よ
り
、

新
居
浜
市
の
農
業
委
員
会
の
選
挙
に

よ
る
委
員
と
し
て
在
任
す
る
者
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

　

別
子
山
村
の
農
業
委
員
会
は
、
新

居
浜
市
の
農
業
委
員
会
に
統
合
し
、

別
子
山
村
の
委
員
で
選
挙
に
よ
る
委

員
で
あ
る
者
の
う
ち
互
選
に
よ
り
選

出
さ
れ
た
2
名
は
、
新
居
浜
市
の
農

業
委
員
会
の
委
員
の
残
在
任
期
間
に

限
り
、
新
居
浜
市
の
農
業
委
員
会
の

選
挙
に
よ
る
委
員
と
し
て
引
き
続
き

在
任
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
提
案

し
ま
し
た
。

◎
提
案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
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また、会議は原則公開としておりまして、傍聴もすることができますので、よろしければおこしください。
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・
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協
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8585　
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居
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一
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町
1
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目
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号
（
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0897）

65
－
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